
裏面に続く⇒

「漁ろう操船講習受講者」又は「水産高校
等卒業者」のみが乗り組むことができます

１

乗組みの日前５年以内に、登録漁ろう操船講習機関が行う

漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を受有した者又

は水産高校等において国土交通大臣の指定する科目を修め

て卒業した者のみが乗り組み可能となります。

※ 特定漁船とは、魚類その他の海洋生物資源を採捕するために商業的に使用する船
舶をいいます。そのため、漁船特殊規則第５条第四号及び第五号の漁船（漁獲物運
搬船、取締船、練習船等）は含まれません。

「1995年の漁船員訓練、資格証明及び当直基準条約（STCW-F条

約）」は、漁船の航行の安全を確保するため、漁船員が習得しなけれ

ばならない知識・能力を定めており、我が国においては、令和８年２月

14日から同条約の効力が生じます。

発効以降、以下の特定漁船に船長又は航海士として乗り組む場合

は、同条約で求められる知識・能力を有している漁船員を乗り組ませ

る必要があるため、新たな乗組み要件等を船舶職員及び小型船舶操

縦者法に規定する改正を行いました。

・排他的経済水域外を航行する総トン数20トン以上の漁船

・排他的経済水域内を航行する国際総トン数950トン以上の漁船



３ 船長として乗り組む場合は、履歴限定が
かかります

特定漁船に乗り組む船長の職に就く者については、いずれか

を満たす必要があります。

〇 船長又は航海士として、総トン数20トン以上の船舶に１年

以上※乗り組んだ履歴

〇 小型船舶操縦者として、総トン数５トン以上の船舶に１年

以上※乗り組んだ履歴

履歴を満たしていない場合は、最寄りの地方運輸局等で海技

免状の書き換えを行っていただきますようお願いします。

※１ １年のうち、６月は船長、航海士又は小型船舶操縦者として総トン数５トン

以上の漁ろうに従事した船舶に乗り組んだ履歴を有しなければなりません。

ご不明点等がございましたら、最寄りの地方運輸局等までお問い合わせください。

外地に寄港した際、寄港国による立ち入り検査を受ける可能性

がありますが、 STCW-F条約で求める知識・能力を有していること

を証明する書類として、「漁船員条約資格証明書」を地方運輸局等

で発行することができます。

発行を希望する方は、「海技免状」と「漁ろう操船講習修了証明

書※１」又は「水産高校等卒業証明書※２」等を添えて申請を行う必

要があります。

※１ 講習を受講した日後５年以内のものに限る

※２ 国土交通大臣の指定する科目を修めて卒業した日後５年以内のものに限る

２ 乗船履歴が必要となります

総トン数５トン以上の船舶において、２年以上※甲板部に乗り

組んだ履歴が必要となります。

※水産高校又は大学（水産に関する学科を置くもの）（以下、「水産高校等」とい

う。）において、一定の単位数を修了した者については、１年以上甲板部に乗り

組んだ履歴とします。


